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借金させてまで強引に契約を迫る手口に注意 

関税で没収されます 

 

「お金がない」などと言って断っている消費者に対して、借金やクレジット契約をさせてまで強引に契
約を結ばせる手口によるトラブルが、20 歳代の若者に多く見られます。こうした手口は、投資ソフトや
情報商材など、お金儲けに関する契約で特に目立っています。「儲かるから借金は返せる」と勧誘された
場合であっても、それは不確実な話であり、借金を返せる保証はどこにもありません。回収できる見込
みがないのに借金を抱えることは、極めてリスクの高い行為です。 
友人や知人から誘われ断りにくいと思っても、「お金がない」という断り方ではなく、「要りません」「や
めます」ときっぱり断りましょう。また、借金やクレジット契約の際に、使用目的や職業、年収等につ
いて嘘をついて借りるよう指示する手口が見られますが、それは犯罪行為となる場合もあります。 

無料動画サイトで「初回お試し５００円。定期購入の
縛りなし」という広告を見て、「５００円の商品だけ
注文し、受け取ってすぐ解約しよう」と思い注文し
た。しかし、解約の申し入れをすると「初回で解約す
る場合は定価との差額の支払いが必要」と言われた。
私が見た広告ではそのような説明はなかった。 

インターネットでの通信販売では、最終確認画面におい
て解約に関する事項や総額などを明確に記載しなければ
なりません。そのため、最終確認画面の確認は必須で
す。また、広告も本来であれば、契約の条件等を示さな
ければなりません。しかし、こうしたトラブルの場合、
悪質なアフィリエイト広告から購入にいたっている場合
が多く、広告表示に問題がある可能性が考えられます。
広告のみを鵜呑みにせず、公式サイトをしっかり確認し
ましょう。 

新規・継続合計 

店舗購入 

訪問販売 

訪問購入 

通信販売 

連鎖販売 

電話勧誘 

送り付け商法 

無店舗販売 

不明・無関係 

10 件 

9 件 

1 件 

37 件 

3 件 

12 件 

0 件 

0 件 

9 件 

12月の相談件数 

＊不明・無関係とは、上記分類に含まれないもの。 

 
例えば、架空請求はがき等 


